
注  意  事  項 
 

１ この名簿は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条第１項又は第１４条第

６項若しくは第１４条の２第１項の規定により、石川県知事から産業廃棄物収集運

搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた処理業者及び同法第１４条の４第１項

又は第１４条の４第６項若しくは第１４条の５第１項の規定により、石川県知事か

ら特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けた

処理業者の一覧表です。 

 

２ この名簿は、令和６年９月１日現在のものであり、この日以降に許可内容を変更

する処理業者もありますので、処理の委託に際しては、許可証の提示を求める等に

より、許可内容を十分確認する必要があります。 

 

３ 処理業者の許可内容は、以下のとおりです。 

(1) 処理業者ごとに、取り扱うことのできる産業廃棄物の種類を○又はアルファベ

ットで示しています。 

 

(2) 産業廃棄物の種類については、次のとおりの略称を使用しています。 

    ・廃プラ：廃プラスチック類 

    ・動物系固形物：動物系固形不要物 

    ・ガラス陶磁器：ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 

    ・政令第１３号：政令第１３号廃棄物 

 

（3）特別管理産業廃棄物の種類については、次のとおりの略称を使用しています。 

・①の廃油・・・揮発油類、灯油類、軽油類 

・②の廃酸・・・pH2.0 以下の廃酸 

・③の廃アルカリ・・・pH12.5 以上の廃アルカリ 

・⑤⑥⑦の「ＰＣＢ」・・・ポリ塩化ビフェニル 

（事業の範囲の性状や濃度の限定について、許可証による確認要） 

・特定有害産業廃棄物の記号は下記を含むものをいう 

Ａ：水銀又はその化合物 

Ｂ：カドミウム又はその化合物 

Ｃ：鉛又はその化合物 

Ｄ：有機燐化合物 

Ｅ：六価クロム化合物 

Ｆ：砒素又はその化合物 



Ｇ：シアン化合物 

Ｈ：ＰＣＢ 

Ｉ：ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

Ｊ：ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

Ｋ：ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 

Ｌ：四塩化炭素 

Ｍ：1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 

Ｎ：1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

Ｏ：ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

Ｐ：1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 

Ｑ：1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 

Ｒ：1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 

Ｓ：ﾁｳﾗﾑ 

Ｔ：ｼﾏｼﾞﾝ 

Ｕ：ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 

Ｖ：ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 

Ｗ：セレン又はその化合物 

Ｘ：1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 

Ｙ：ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 

 

(4) 自動車等破砕物とは、「自動車（原動機付自転車を含む。）若しくは電気機械器

具又はこれらのものの一部（自動車の窓ガラス、自動車のバンパー（プラスチッ

ク又は金属からなる部分に限る。）及び自動車のタイヤを除く。）の破砕に伴って

生じたもの」をいい、廃プラスチック類、金属くず、「ガラスくず、コンクリー

トくず及び陶磁器くず」の混合物からなります。 

 

(5) 事業場の所在地及び電話番号が住所と同一である場合は省略してあります。 

 

（6）優良で信頼できる処理業者を育成するために、平成 23 年４月に施行された改

正廃棄物処理法で創設された制度です。優良基準に適合する旨の都道府県知事等

の認定（優良確認）を受けたものは、通常 5 年の許可の有効期間が 7 年となり、

許可証に「優良」の記載が追加されます。 

 

(7) 許可期限が令和６年９月１日以前の処理業者であっても、産業廃棄物処理業許

可申請が提出されている場合は、この名簿に掲載されています。 

 


